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ご来席の皆様、本日の講演に先立ちまして、まずお礼

の言葉から始めさせてください。皆様方におかれまして

はこのように多数お越しいただき、また私の話を聞こう

というだけではなく、ドイツにおける教員養成に関心を

向けていただき、大変ありがたく感じる次第です。そし

てまた、この東京学芸大学で歓迎を受け、すばらしい滞

在をさせていただいていることに対しまして、教員養成

カリキュラム開発研究センターの方々に感謝を申し上げ

たいと思います。 

 それでは、講演に入りたいと思います。講演のタイトルは「教師教育のスタンダードと

教職の専門性」でございます。 

 ドイツにおいて教員養成というのは、常に大きなテーマであり続けてきましたし、教育

改革の非常に大きな、中心的なテーマでもありました。ただ、そのテーマがＡＲＤ（日本

のＮＨＫに相当）のニュース番組のトップ項目として出てくるということになりますと、

それは社会の大きな関心がそこに向けられている証左であると考えられます。まさに、そ

うしたことが最近起こったのでありました。 

 その日に何が起こったか。2008 年 10月 17 日のことですけれども、ドイツは連邦共和国

ということで 16 の州からなっており、文部省は各州にあるわけですが、その各州の文部省

会議が教員養成スタンダードを決議して策定しました。それによって、３年前の目標に対

する合意がスタートした、というニュースであったわけです。 

 教員養成スタンダードにはいくつかの目標があります。一つは、ドイツの大学間の教員

養成課程における移動の自由です。つまり、大学生はあちこちの大学で勉強ができるわけ

です。その移動の自由あるいはカリキュラムの柔軟性を確保し、各州の間で単位や卒業資

格を相互に認定できるようにしようというのが一つの目標でした。もう一つの目標は、大

学の教員養成課程の査定ないし評価の基準になるものとしてスタンダードを置こうという

ものです。 

 このスタンダードは、各州の代表、そして教員の代表たちが作成しました。2004 年の段

階で既に教育学関連の専門分野、たとえば教育学、心理学に関してのスタンダードが策定

されていました。それに加えてこのたび、それ以外の 20 の教科の教員の養成について「教
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科専門プロフィール」が策定されました。その教科専門プロフィールがスタンダード化さ

れたことによりまして、教員になろうという意志を持って大学を卒業する人たちが、その

卒業の時点で一体何を知っていなければならないのか、何ができなければならないのか、

それぞれのカリキュラムには一体どういう内容が入っていなければならないかというの

が、そのスタンダードで決まったわけであります。 

 これによりまして、ドイツにおける教員養成改革は一つの新たなステージを迎えたと言

うことができます。その背景には、国内、それから国外のさまざまな背景の文脈がありま

したので、それをまずご紹介申し上げたいと思います。 

 まず一つ目は大きな危機意識であります。さまざまな国際比較があります。たとえばＴ

ＩＭＳＳ（国際数学・理科教育動向調査）が 1994 年、ＰＩＳＡ（ＯＥＣＤ生徒の学習到達

度調査）は 2000 年にございましたけれども、ドイツは非常に成績が悪かった。これがアラ

ームを鳴らす結果となり、教員養成のスタンダードができ上がってきたということになり

ます。 

 それから、ボローニャ決議というものがあります。これは 1999 年に採択されましたが、

欧州の高等教育に関する共通の大学プログラムをつくろうという提案であります。これは

2010 年までに実現することになっています。 

 それから、教員養成評価のドイツ国内における答申案が 2000 年に出ました。その答申に

よりますと、これまでの教員養成の構造を抜本的に変革する必要はないけれども、既存の

構造のポテンシャルをもっと大幅に高める必要があるという答申が出ました。 

 以上３点を申し上げましたけれども、2004 年にでき上がった教員養成の教育学に関する

スタンダードと、2008 年に発表された科目別のスタンダードは、こうした文脈の中に位置

づいています。 

 それから、2005 年頃から教育現場に対する評価の指針が策定されてまいりました。これ

は初等中等教育においても学校査察という形で実現していますし、高等教育においても、

これまでに例がないほどの査察が行われるようになってきています。 

 それに加えて教育研究が、最近、実践的・実証的な方向を志向しているということも挙

げられます。すなわち教育を行うことによるアウトプット、何を教育あるいは学校がつく

り出しているのか、そしてまた教育がそれぞれどの程度有効であるのかということを、指

標を持って示したいという関心が強くなってきているということです。そうした点はドイ

ツ語圏でいいますと、とりわけオーストリア、スイスから来ているものであります。それ

以外にも、教育をめぐる議論の動向、教員養成の国際的な動向にも非常に大きな関心がド

イツでは払われております。 

 これからお話し申し上げます私の講演におきましては、以上申し上げたようなことの幾

つかの点を取り上げて、特に教員養成スタンダードが教職における専門性の形成とどのよ

うに関連しているのかという点についてお話を申し上げたいと思います。スタンダードに

は幾つかあると申し上げましたが、ここでは教育学に関するスタンダードについてお話を
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したいと思います。 

 

 私の講演は、今ご覧いただいているような目次で行ってまいります。まず第１番目の点、

教員養成におけるスタンダードとさまざまなコンピテンシーについてお話ししたいと思い

ます。スタンダード化がなされると聞くと、何か統一モデルを目指しているかのような印

象を与えるかもしれませんが、その点に関しては相対化をして見るべきだろうと思ってい

ます。確かにドイツでは学校あるいは教員養成に関して教員の枠規則が存在していますけ

れども、先ほども申しましたようにドイツは連邦国家ですから各州の権限が非常に強くて、

州ごとの裁量の余地は依然大きいものがあります。ドイツ以外の国でもそういうケースは

多いですけれども、教員養成の形態は全国一律ではありません。多くの州では、個別の学

校の形態に合わせた個別の教員養成が行われておりますが、他の州では複数の教職種が組

み合わされて教員養成が行われています。 

 スタンダードを導入するということを申し上げておりますけれども、日本の小学校に当

たる基礎学校であろうが、ギムナジウムであろうが、学校のタイプにはかかわりなく教員

が持っているべき資質を養成するという意味で、スタンダードはつくられております。ま

た学校の種類だけではなく、どの教科を教えるかということにもかかわらない、そうした

スタンダードな能力の記述がされています。スタンダードは、教員が最低限クリアするべ

き要求水準を記述しておりまして、それによりまして教員の質の向上が図られることにな

ります。 

 もちろん、スタンダード化をして教員養成の質を向上するということと、それぞれの授

業の質がよくなるということは、単純な因果関係で測られることではありませんし、大変

難しいことではあります。しかし、改革は行っていかなければならない。その改革を行う

ことによって、生徒、児童の成績あるいは能力の向上に資するものとなっていくことを目

指しているわけであります。これを新卒の教員養成の現場だけで行おうとするならば、改

革が実現するまでに約８年から 10 年ほどかかるであろうと思われます。 

 したがいまして、大学に入ったばかりの学生だけではなくて、教員養成の長いプロセス

を三つにドイツでは分けていますけれども、その３段階すべてに関してスタンダード化の

作業を始めたいというのが、現在の私たちの考え方であります。３段階と言っていますけ

れども、特に第１及び第２段階において、スタンダードの考えを広めていくことが非常に

重要になります。第１段階、第２段階をきちんと済ませた教員の卵が、初めて教員として

の採用条件を満たしていくことになります。 

 三つの段階がどういうものかというと、まず第１段階は大学で勉強する４年から５年。

第２段階は試補（Referendar）、要するに教員の研修期間であります。これがドイツの場合

は１年半から２年間です。試補は試補研修養成所（学習ゼミナール）、各州が配置する研

修機関及び各学校において実際の研修を行う。これが第２段階になります。第３段階は職

業実践、一種、継続教育あるいは生涯教育の枠の中で行うものでありますが、これに関し
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ては義務ではございません。 

 このようにスタンダードがつくられると、当然それは検証されなければなりません。し

かし検証というのは、皆さんご存じのとおり、教育に関しては極めて難しいものでもあり

ます。スタンダード化を行いますと、もちろんそれに賛成する声もありますけれども、批

判あるいはそうしたことはやめてくれという声も上がるものであります。そうした懸念の

中でも非常に大きなものは、すべてをスタンダード化し、経験的にすべてを測定すること

ができるかのような議論はけしからんという議論であります。非常に感情的な議論まで行

われましたが、最近ではそうした議論が多少は沈静化しています。とはいいながらも、ス

タンダード化をめぐる問題に関しては依然批判的な議論も行われています。 

 教職を目指す学生たちがかつて大学でどのように学んでいたかというと、個別の授業を

とっていたわけであります。それがスタンダードになるとモジュールという形になり、モ

ジュールは、それぞれがどういう能力を養うものか、ということが記述されたものになっ

ていきます。それによって、透明性と到達基準に対する一種の規範性が確保されていくこ

とになります。規範性に関しましては、従来の教員養成の中ではないがしろにされていた

ものです。特に教育学の分野におきましては、学生たちが何を学ぶかということに関して、

その大学でどういう先生が何を教えているかによって偶然に支配されてしまう傾向が強い

と非難されてきました。教員養成が行われる学生たちの学ぶ内容はてんでんばらばらでは

ないか、そうした批判がなされてきたわけです。そのために教員養成の科目の効果は低い

という批判に対して、スタンダードは状況の改善を行いたいということであります。 

 教育学のスタンダードによりまして、教員の行動指針がつくられていきます。各教員が

どういう能力を持っているべきなのか、あるいはどういう考え方を持っているべきなのか

ということが、そこで記されていくことになります。教員養成のそれぞれの段階が、スタ

ンダードのどの項目を満たすためにあるのかということと連動していくことになります。 

 スタンダードに関しまして、どの科目をどこの大学で教えるとか、どういう部分に関し

てどこの教育機関で教えるかという割り振りは一切ありません。それまでそうしたことを

分けてきた場合には、各大学間あるいは大学に限らず教員養成にかかわるすべての機関の

間での協力関係が必要になってまいります。そうしたことは今まであまり行われておりま

せんでした。スタンダード化することによって、そこで教える内容が一体どういう意味を

持ち、どういう役割を持っているかということを各教育機関がきちんと考えるようになる。

それによって将来の教師たちの専門性を高めていく結果をもたらしたいというのが、スタ

ンダードの意味づけであります。最終的には、スタンダードのどの部分を、いつ、どこで、

どのように教えるかということを、そこで考えていくことになるわけです。 

 教員養成のスタンダードを基礎づける上で非常に重要なポイントとなったのは、これま

での教員養成に対する批判にどのようにこたえるかという点でありました。これまでどう

いう批判がなされてきたかというと、ドイツにおける教員養成には実践経験があまりに不

足しているということであったわけです。確かにこれまでのモデルでも３段階に分かれて

─ 13 ─



 

おりまして、真ん中のところでは実践をしていました。つまり、試補（Referendar）として

実践をするチャンスは確かにあったにもかかわらず、実践が不足しているという批判の声

が鳴りやむことはありませんでした。 

 新しいスタンダードにおきましては、教員養成の冒頭からもう少し実践の経験を積ませ

たいということを考えております。ただ、文部科学省会議でそうした批判にどのように答

えたかを申し上げますと、最初の第１段階での実践の取り込み方は、まずは理論の中で実

践の部分を内包するというやり方です。実践と理論的な省察あるいは理論的な推察が、第

２段階の教育の中心に置かれる形になります。 

 スタンダードでは、ご覧いただいておりますように、コンピテンシーが大きく四つの領

域に分かれておりまして、その領域は二つないし三つの能力によって成り立っております。

まず第１の能力領域は授業をする能力、２番目は教育をする能力、３番目は子どもたちを

評価していく能力、４番目は自分の教師としての資質を改善していく能力であります。そ

れぞれ、今スライドでご覧いただいているような細かい規定がなされています。 

 おわかりいただくために幾つか例を挙げてみたいと思います。ここでは、「授業を行う」

という２番目の能力分野についてお話をします。教員は、学習に適した状況をつくり上げ

ることによって、生徒の学習を助ける。教員は、生徒を学習に向ける動機づけ、彼らがさ

まざまな連関をつくり出して、学んだことを実際に役立てることができるようにする。こ

れがスタンダードの記述であります。 

 理論的な教員養成の部分に関するスタンダードとしては、次のようなことが書かれてお

ります。卒業生は何を知っていなければならないかということですが、学習理論、学習形

態について知識を持っていること。２番目に、スライドを読みますが、どのように学習者

が授業場面において能動的になり、またどのように支援すれば学習者が物事を理解してそ

れを応用できるようになるかを知っているということ。３番目に、学習と活動を動機づけ

る。そして、それらを授業において応用するための理論を知っているということでありま

す。 

 実践的な養成部門のスタンダードは、いま読みましたことがほとんどそのままスライド

に載っていますが読み上げます。卒業生は、さまざまな学習形態を活性化し、それを支援

することができる。学習者が知識と能力をどのように獲得していくかということを認識し

ながら、それを適合するように＜教授・学習＞過程を導くことができる。三つ目として、

児童・生徒の学習と活動に対する心構え、学習意欲を喚起し、それを強化する。四つ目に、

学習集団を指導し、それをサポートする。そうしたものであります。 

 

 それでは、第２番目の教職の専門性というところに進んでいきたいと思います。スタン

ダードという概念は能力という概念とかかわっているもので、教師の担当と責任の範囲を

含んでいると同時に、可能な限り成功裏に教えるという行為の資質という意味で専門職の

能力をも含んでおります。これと全く同様に能力という概念は、教員養成の効果において
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も生み出されております。 

 ドイツで最もよく知られており、また注目されているのが、2001 年に出版された『教員

養成制度の効果』という研究報告で、これは専門職としてのスタンダードの形成を扱って

おります。この本の編者のフリブール大学のフリッツ・オーザー（Fritz Oser）とチューリ

ッヒ大学のユルゲン・エルカース（Jürgen Oelkers）が対象としたのはスイスにおける教員

養成制度ですが、ドイツでの反応は今でも大変大きいところがあります。以前から知られ

ていたことではありますが、この報告で注目が集まり、教員養成の内容と形態の価値をめ

ぐる議論をさらに先鋭化させました。 

 教員養成の第１段階を終えたばかりの若い教員は、授業の熟達者というわけではありま

せん。そこに到達する道のりには非常に長い時間がかかって、多くの要因と人格のあり方

に依存しているということは知られています。それでも彼らは若い教師として授業をして

いますし、ドイツの教員養成制度では、大学に入って間もない学生が既に実習という形で

授業を行っています。そうした背景から、授業の成功がオーザーが言ったような形で表さ

れるとしたら、彼らの授業の質と彼らがそれぞれどの程度の能力段階にあるのかという問

題が出てくるわけです。 

 オーザーによれば、良い授業にするためには、教師が生徒の積極性を引き出して自ら考

える努力を促し、困難や間違いを生産的に克服する支えとなり、袋小路に入ったり思い違

いをしないように配慮し、秩序立った知的基盤の構築を可能にすることが重要になります。 

 学校という職場の複雑さを、オーザーは学校をコミュニケーションの行われるエマージ

ェンシールーム（急患室）であると表しております。オーザーは、ある状況のもとでの教

師による授業という行為を、知識と日常経験をもとにして即時に正しい判断が求められる

病院の急患室と比較したのです。 

 オーザーは教師、行政官、大学の講師、学生などに対して広範なアンケート調査を行い、

その中から 88 のスタンダードを確立しています。これは教員養成の専門家から、生徒一人

一人を伸ばすという学校の授業の目標を達成しようと考えるならば必要であると評価され

ているスタンダードです。問題は、それをどのように習得するのかということであります。

教師は、どのようにして自らの仕事を学んでいくのか？といった問題が出てきます。 

 ドイツでは、16 の州の文部大臣常設会議によって、数は少ないですけれどもスタンダー

ドが示されていますが、これはスイスの報告と似たパターンに従っています。つまり、教

員養成を主に人格養成であると見るのか、あるいは専門教育と見るのかを判断することが

中心ではなくて、できる限り具体的な行為として表して何らかの指標を用いて検証できる

ような、専門職としての能力を明らかにしようという試みなのです。そのような能力は、

学生の段階で獲得すべきものであると考えられています。 

 大学では、とりわけ能力の開発に適したアプローチとしてさまざまな方法論が提案され

ています。これらは具体例や文学、映画、ロールプレイ、授業のシミュレーション、ビデ

オ学習などを中心としています。これらが目指しているところは、学生たちが学んできた
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内容について批判的に自らが見直して、常に考える姿勢を持つよう促していこうというこ

とです。そして、後の段階においては、チーム作業に教育の重点が置かれていきます。 

 こうして教員養成のすべての段階で、学習と職業実践での問題領域との関連性を保証し

ようと考えているのであります。しかし、これは具体的に何を意味するのでしょうか。例

えば大学の教職課程で「実践志向」ということが言われますが、それは何を意味している

のでしょうか。学校教育の講義の中で学校とか授業、今日的な課題に触れるということさ

えすれば、実践を志向していると言えるのでしょうか。また、教職課程での実践というの

は、学生が実際に授業をしてみたりトレーニングすることを意味しているのでしょうか。 

 ドイツ語圏の教員養成を批判する人たちは、実践とのつながりに欠けると異口同音に語

ります。そうした中で、では実践とは何なのかということが必ずしも明らかではありませ

ん。また、もっと実践をという要求も出されておりますけれども、そこでもその内容がは

っきりしないことが多いです。この間におきまして、学生や教員養成の第２段階を修了し

た人が教職課程に含まれるさまざまな要素をどう位置づけているかということについて、

いろいろな研究成果があがってきています。結果は部分的に異なるところがありますけれ

ども、傾向としては常に同じです。学生は実践を最も重視しています。そして彼らは、大

学に実践的な教育を期待しているのです。 

 私たちがブラウンシュヴァイクで行った聞き取り調査の結果では、学生が「実践」と言

うときに教師という仕事からの連想に基づいて、そして多くは具体的な状況を出発点とし

て、教える技術、教育と教授法についての知識を考えていることが明らかになりました。

このイメージは、子どもとの上手な接し方という考えに基づいておりまして、「子どもの

やる気をどうやって引き出すのか」「２年生の子どもに足し算をどう教えるのか」「子ど

もに規律、ルールをどう教えるのか」「自分の人格をもって、どうやって子どもの手本に

なるのか」といったことが、常に大事なこととして上位に挙げられています。 

 このような背景には、どうしたらいいのかわからないという不安があるわけです。した

がって学生は、教え方の秘訣、教室に秩序をもたらして子どもたちを静かにさせる方法、

あるいは先生を見習わせる方法といったことを最も好んでいます。これに加えて、教師ら

しさ、教職としての信頼性をもたらす人格的な要素が対応しています。とりわけ「本物の

教師たち」、たとえば実習校の教師たちはもちろんのこと、学校の教師を兼務する大学講

師たちもまた、学生から高い評価を受けています。こうした大学の講師たちは、かつて教

師だったことはあるけれども、いろいろな理由で現場からの距離が遠くなってしまった大

学の講師たちと比べて、より厚い信頼を学生たちから寄せられています。 

 これに対して各専門科目や教育学ですとか教育心理学など理論的な基礎学問は、それほ

ど評価されていません。私たちの調査では対象学生は皆、大変意欲のある学生であったこ

とを申し添えておかなければいけませんが、彼らにしても、専門科目を一生懸命勉強して

はいますが、理論的な知識を将来の仕事のあり方とどう結びつけるかということで困難を

感じることが多いと述べています。その感覚を、「グラフとか関数は自分には全く意味が
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ない。それをやっても仕事の準備にはならない」という言葉で表現しています。 

 ただし、これらの発言は必ずしも全体を代表しているというわけではありませんので、

多少控えめな解釈が必要かとは思います。しかし、理論はあまり重視せずに、実践を重ん

じるという傾向は他の調査でも認められています。では、それが教員養成のスタンダード

とどう関係しているのかということです。 

 教員養成のスタンダードが念頭に置いている教師像は、関連する教育、学習理論を熟知

し、なおかつ葛藤状態の回避や解決の対策と戦術をも心得ている思慮深い実践家というイ

メージです。しかしスタンダードは、このような教師像を提示することによってだけでは、

学生だけではなくて大学教員の間にも存在する実践志向を狭い意味で解釈する姿勢を阻止

することはできないのです。 

 確かに実践志向においても、教員養成の第１段階では理論が基礎であるというふうに言

われております。とはいいましても、仮に教員養成のカリキュラムが実践を狭い意味でと

らえるようなことがあったり、あるいは実践の意味をあやふやにしたままで構成されてい

くようなことがあれば、これは非常に問題だと思います。とりわけ一般教育学や教育史学

のような実践との関連が疑問視されている教育科学の分野にとって、非常に問題になって

きます。 

 教師という職業の専門性を伸ばすこととの関連では、もう一つの問題を指摘しておくべ

きであると思います。教師としての日常の業務をこなすために、多岐にわたる教育的な行

為を成功裏に応用するという意味での専門性は非常に多様であり得るのであって、標準化

するということはできないのです。 

 教師の専門性についての研究の中から、「プロ化した個人」といったテーゼが知られて

います。これは、専門性というのは個々人によって異なる表れ方をしているのであり、ま

た固定的なものではないということに目を向けさせるものです。この観点は、理論教育か

ら実践教育への移行の問題に関する指摘と同様に、スタンダードにおいて考慮されてはお

りません。スタンダードは、カリキュラムを教師養成の第１段階、第２段階の間でうまく

調整をとった形で区分をして、経験と能力がうまく蓄積される場合に効果があるのです。

結局は、それが専門性につながると考えられています。しかし、どのようにしてそうなる

のかということは全く解明されていません。 

 

 最後に、今後を展望してみたいと思います。新しいスタンダードからは、システマティ

ックな性質の問題を解決することは期待できないと思います。これをもとに速やかな改革

が進行すると考えるということも、期待過剰に違いないと思います。スタンダードはプロ

グラムであります。プログラムというのは綱領であります。そのようなものとしては、こ

れまで教員養成改革に関してドイツで試みられてきたものを大きく超えるものです。 

 ドイツの 16 の州の文部大臣が、通常は州の教育管轄権を盾にとって譲ることをしないの

が普通ですけれども、このようなスタンダードに合意をしたということは、この綱領が幅
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広いコンセンサスに基づいているということを意味しています。各州の間に教員養成制度

の差があるにもかかわらず、統一性が強調されています。さらに、内容面で質的に新しい

こととしては、職業に関連したキャリアの積み重ねが重視されるようになったこと、また、

（教職のために）提起される要求事項のリストにおいて、教職に必要な能力がこれまでほ

ど抽象的に表現されていないということ、などが挙げられるでしょう。 

 また、学校現場の現状もより明確にとらえられています。例えば教育制度の中で社会格

差が再生産されるリスク、あるいは生徒の多様化による授業への新しい要求、学校嫌いや

校内暴力、いじめなどへの指摘も見られています。 

 具体的に文書という形になりましたスタンダードは、規範であることにとどまらず、い

ま挙げたような諸問題に対処し解決を可能にする糸口を示しています。しかし、簡単にそ

れを利用できるわけではなく、実際にそれを使っていく際にはさまざまな困難も伴ってい

ます。専門的な能力がどのように確立されるのか明らかでないという点は別といたしまし

ても、それを目指すスタンダードは大学教育と実践教育とを結びつけなければ実現できな

いのです。大学と実習という教員養成の第１段階と第２段階、つまり大学の時期と試補の

時期が分断されているという現実を見ても、それは決して簡単ではないと考えられます。 

 スタンダードが持っている最大の難しさは、これは表立って表現されてはいないですけ

れども、実践ということを念頭に置いたとき、その実践の理解の仕方にあると思います。

カリキュラムの実施と教員養成のあり方の中で、学問が軽んじられかねないという危険が

あります。実践志向を実際に何かを行うというふうに単純に理解することは、あまりに偏

狭過ぎるのではないかというのが私の考えです。ご清聴をありがとうございました。 

 

 

 

三石 どうもありがとうございました。スライドの冒頭にありましたように、ドイツの教

員養成の改革がどういう要素、要因で出てきているのかということ、スタンダードがどう

いう観点で出されているのか、そして実践、実際がどういう意味を持っているのかという

ことについての考察がされていました。日本の現状と非常に似ているところ、独自なとこ

ろ、先駆的に進められているところ、そういうところを皆さん感じられたのではないかと

思います。 

 次に、久冨先生にお願いしたいと思います。久冨先生は現在、プロフィールにございま

すように、一橋大学大学院社会学研究科で研究されておられます。著書として紹介されて

いますけれども、『教職の専門性とアイデンティティ』は科学研究費による国際比較研究

をまとめたものです。そのほか、『教員文化の日本的特性』などがおありです。教育社会

学的な視点から、教職の生活、文化、役割についてご研究されている方です。それでは久

冨先生、よろしくお願いします。 
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シンポジウム「教師の専門性・専門職性を考える」報告用レジュメ            2008 年 11 月 28 日 於：東京学芸大学 

 

教師教育のスタンダードと教職の専門性 
 

ハイデマリー・ケムニッツ 

（ブラウンシュヴァイク工科大学・ドイツ) 

（現東京学芸大学教員養成カリキュラム開発研究センター客員教授） 

 

 ドイツにおいては、すでに2004年に、教員養成における教職科目（とくに教育学および教育心理学）に関して

スタンダードが設定されたが、2008年10月には、あらゆる教科専門および教科教育法に関するスタンダードが

さらに設けられた。 

 

 本講演では、次のような問いをめぐる検討を行いたい。 

・そのようなスタンダードは、どのような文脈において成り立っているか。 

・どのような意義をそのようなスタンダードは有しているか。 

・教員養成のスタンダードは、教職における専門性を確立することとどのように関連しているか。 

 

１ 教員養成におけるスタンダードとコンピテンシー 

 ドイツの教員養成システムは、16の州ごとに大きく異なっている。それにもかかわらず、教員養成のスタンダ

ードは、どの州においても適用されるものである。このことは、教員養成の３段階すべて（大学における養成期

間、それに続く試補としての研修勤務期間、そして教師としての継続教育期間）について当てはまる。 

 

教員養成の教職科目に関するスタンダードの特徴は以下の通りである。 

・ このスタンダードは、教員養成が実践からかけ離れているという批判を受けて生じた。 

・ このスタンダードは、大学に対して、理論に重心を置きつつ教育実践を開発していくとことを要請している。

このことは、［第２段階の］職業実践的な養成が実践そのものを中核としているのとは異なっている。 

・ このスタンダードにおいては、４つのコンピテンシー領域（授業、教育、評価・判定、改善）が区別されて

いる。コンピテンシー領域ごとに、理論的な養成部門と実践的な養成部門に関するスタンダードが設定され

ている。 

・ このスタンダードは、ドイツにおける教員養成のさまざまな機関の協力を求めているとみなすことができる。 

 

２ 教職における専門性 

 専門性とは、ある固定的な何ものかではなく、個人的な要素に大きく左右されるものである。それにもかかわ

らず、教育の専門性に関する点検可能なコンピテンシーが、スタンダードというかたちをとって定められねばな

らない。とりわけスイスの研究によってよく知られているように、教師が成果のある活動を行うための要求条件

および基準が設定されているが、スタンダードは、そのような要求条件および基準の設定にもとづいて定められ

る。スイスの研究が推奨しているのは、教育の専門性を発展させるためにとくに適しているような、そして、「実

践」へと確実に関連づけられるような高等教育の教授法を工夫し始めることである。だが、大学教育において実

践に方向づけていくということが厳密に何を意味しているかということについては、不明瞭で曖昧なままである。 

 

３ 展 望 

 教員養成におけるスタンダードは、問題を解決できるわけでも、また、自動的に改革を推進するわけでもない。

ただし、スタンダードは、ドイツが実際に分岐点にあることを示している。スタンダードは、教員養成システム

における差異のなかにつくられた統一性とでも形容できるような総体的な改革の意志を明示している。スタンダ

ードがどのように作用するかを知るためには、しばらく状況を見守る必要がある。
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教師の専門性、教職アイデンティティ、教員文化 

 

一橋大学 大学院社会学研究科 教授 久冨 善之 

 

 

久冨と申します。よろしくお願いします。ケムニッ

ツ先生からお話のあった、ドイツの教師の専門性をめ

ぐる新しい動きに対応する日本のことをお話しすべき

かもしれませんが、それは吉岡先生にお任せしまして、

私は今日のシンポジウムのテーマである「教師の『専

門性・専門職性』を考える」の専門職性に重点を置い

て、自分の考えていることをお話ししたいと思います。

私が一番最初に申し上げたいことは、学校の教師の

仕事は非常に難しいということです。（ケムニッツ先

生の専門性のお話を聞いても、私も実は 40 年ぐらい前

に社会科の教員免許を一応取ったことになっていますが、今日示されたような項目でみず

からをチェックした場合、自分がどれだけの力があるかと考えますと、本当に寒い気持ち

がします。） 

この難しさについて５点ほど考えます。①「教える」ということ自身、教える内容に関

しても、学習者のことに関しても、教える方法に関しても深い知見が必要です。また、学

習者の側でまさに発達してもらわなくてはいけないという点でも難しい。②先ほど「急患

室」というお話がありました。教える仕事はあらかじめの計画性も重要ですが、その場の

反応に応じた即興性も重要になるという点でも難しい。③学校という制度の文脈の中では、

子どもたちは弟子入りしてきたわけではないので、一般に勉強が好きではない子どもたち

が大部分です。そういう学習者に集中して取り組んでもらわなくてはいけないという点で

も、試されます。④学校は一度に教える人数が一般には多いので、そのこと自身が難しい

だけではなくて、集団の規律を確保する工夫も求められているということがあります。⑤

最後に、教師という仕事の成果は測ることが難しい、明示しづらい。したがって、教師の

力量も明示することが難しい面があるわけです。にもかかわらず、教師は児童や生徒ある

いはその父母との関係をつくる場合に、教師のやっていることの成果や力量に対しての一

定の信頼がないと難しい。こういうような難しさがさまざまに重なっています。 

 これはイギリスの方から教わったことですが、専門性（professionality）と専門職性

（professionalism）と分けるとすれば、professionality が仕事の内実的な専門性を指すもの

です。professionalism は、職業の専門的性格が、つまりある職業が専門職だということが、

社会的に承認されるかどうかをめぐる社会的文脈を指していると考えることができます。

そうしますと、上で申しました五つのうちの③、④、⑤は、特に教師たちの仕事が置かれ
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ている社会的文脈がはらんでいる難しさと重なっています。そこでは、専門家として信頼

に値すると認めてもらえるかどうかということが常に問題になってくることを、最初に申

し上げたいと思います。 

 ２番目は「教員文化」というものを教師の世界はつくり出しているということです。こ

れは教師層が持っている職業文化です。文化というものは、その人たちが抱える難しい所

を何とかしようとして、課題に対応して生まれてくるものだと思います。近代学校制度に

大量に雇用された社会層としての学校教員層が、その職業遂行上持っている難しさを何と

か乗り切ろうとして、歴史的に形成され、伝達され、あるいは時代の変化によって再編も

されてきた、教師をめぐる事柄への意味づけとその表れとしての教師たちの行動様式（人

に対する関係のとり方や事柄に対する対処の仕方など）、それを教員文化と呼んでいます。 

 そこで教員という専門職の社会的文脈課題を乗り切るには「教職アイデンティティ」の

維持や確保が一つの鍵になるのではないかと思います。教師というのは、（そこに形容詞

・副詞はいろいろあると思いますが）自分は教師として「曲がりなりにも」とか「何とか」

やれているという気持ちの支え（それが教職アイデンティティですが）、それがないと、

学習者の前に立って教えること自身が不安になるし、教師の仕事の難しさに立ち向かって

乗り切ることは困難だろうと思われます。 

 たとえば私が今ここで時間をいただいてマイクを持って話していること自身が押しつけ

がましいことですが、学校の教師たちがやっている仕事はきっとそれよりはるかに押しつ

けがましいと思います。そういう通常のコミュニケーションと異なることをやらなくては

いけないので、学習者の側に教師に対する最低限の信頼ないし権威の承認がないと、教師

・生徒関係づくりが難しく、教授活動展開も困難になる。こういうものが崩れた状態が学

級崩壊だと思います。力量や成果の明示が難しいということがあるにもかかわらず、自分

の力量や自分のやっていることの成果を教師自らも感じ、他者にも感じさせるような、日

々の教育活動を通した課題の乗り切りの蓄積が歴史的に何とかなされてきたので、教師と

いう職業は社会的に成り立ってきたのではないかと思います。 

 レジュメにつけました最初の二つの図は、同じ質問に対する 80 年代後半と 90 年代初め

の結果です。これは教職観を教師自身に聞いたものです。「経済的に恵まれた仕事だ」に

対しては否定が多い。肯定が圧倒的に多いのは、「精神的に気苦労の多い仕事」「児童・

生徒に接する喜びがある仕事」「やりがいのある仕事」「自己犠牲を強いられる仕事」。

賛否が割れているのは「尊敬される仕事」「自律的にやれる仕事」で、二つの調査ともほ

とんど同じような結果になっています。 

 これで見ますと教師の多数派は、「教職は経済的には恵まれず、気苦労や自己犠牲も多

いけれども、子どもに接する喜びのある、やりがいのある仕事だ」と思って、自分たちの

教職倫理の中核にもし、そういう教師なんだよという姿で生徒や父母の前に登場してきた

のではないか。もしこういう教師像を教師や子どもも共有してくれたら、つまり学校教師

というのはそういう人なんだと思ってくれたら、先ほど申しました③、④、⑤の課題は相
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当やり易くなると思います。 

 資料の「父親、母親、先生それぞれがみた教師のタイプ」という図は、私どもがやった

調査からではなく、九州の矢野峻さんたちが 70 年代後半に実施された調査です。「期待さ

れる教師のタイプ」で何が多いかというと、父親、母親、先生共通に第１位と第２位は「授

業や生活指導に熱心な先生」と「子どもの気持ちがよくわかる先生」です。そういう意味

では「熱心で子ども思いの先生」という教師像が、期待される教師像として共有されてい

たと思われます。ただ「最近増えた教師のタイプ」ということでは、「いわゆるサラリー

マン的な先生」というのが圧倒的ですので、期待される教師像も崩れ始めているというこ

とかもしれません。しかし 20 世紀の初めからかなりの期間は、そういう教師像が子どもや

父母にも共有されて、何とか日本の学校教育と教師は難しさを乗り切りながら、そのポジ

ションを確保してきたのではないかと思います。 

 次の図は調査のフレームワークです。たとえ直面する状況の中に困難や否定的体験があ

っても、それで直ちに教職アイデンティティ喪失につながらないような、つまり「もうだ

めだ」と思わないような、「失敗は若いときにはだれでもあるものだよ」と言ってくれる

ような教師集団の関係や、教師自身による事柄の意味づけ方が教員文化の中にある。難し

い状況が教員文化ゾーンで屈折される（図では、それが点線で示されています）。そのよ

うに直ちには教職アイデンティ喪失につながらないような働きがあったとすれば、教員文

化の個人的・集団的な側面が教職アイデンティティ確保に働いているということになりま

す。私は 80 年代から調査をやっていますが、だんだん状況がひどくなって「教師受難の時

代」と言うから、きっと「自分はやれている」という回答は下がっているのではないかと

いつも思うんですが、少なくとも質問紙調査の限りでは、「大丈夫だ」「自分は結構やれ

ている」と言う人が多いです。 

 もう１枚の資料の表は、2004 年から 2005 年にかけて、日本だけではなく韓国、そして

人数は少ないですけれどもスウェーデン、イギリス、アメリカの３カ国で初等教育と前期

中等教育の教師にお願いした質問紙調査の回答です。教職生活の「教師としての仕事にや

りがい、生きがいを感じる」と「自分には教職という職業が合っている」は、「強く」と

「割と強く」が国によって差はありますけれども、両方合わせるとどの国も、３分の２以

上あるいは 90％以上が肯定的に答えていると見ることができます。その次の「仕事が忙し

い」と「仕事の量は過重だ」も、圧倒的にそういうふうに回答しています。 

 「社会的に尊敬される仕事だ」は東アジアでは回答が割れていますが、ヨーロッパでは

「社会的に尊敬されている」という気持ちは弱いという結果になっています。「経済的に

恵まれた仕事だ」は、先ほどの日本での調査は 80 年代末から 90 年代初めだったのでバブ

ルとその直後でしたが、この国際比較は 2000 年代に入ってからの日本だけは回答が割れて

います。ほかの国は圧倒的に「恵まれていない」が多いです。「精神的に気苦労が多い」

「子どもに接する喜びがある」「やりがいがある」は、どの国でも圧倒的多数の人が肯定

的回答をしています。教師は（もちろん各国での状況の違いはありますが）、事柄をこう
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いうふうに考えながら何とか頑張っている職業なのかなと思っています。 

 最後に、「教育改革」時代における文脈変化の中で問われるものを考えます。学校や教

師への「信頼の神話」は弱まってきているのではないかと思います。特に日本の場合は、

1970 年代半ば以降、教育荒廃の諸問題が起こってきて、教師や学校に対する不信や不満が

30 年間くらい蓄積されてきているということがあります。 

 日本の教育改革は国家が、学校や教師へのそのような国民的な不信・不満を追い風にし

て、教師もターゲットの一つとして改革諸施策を展開していますが、それは教師を助けな

い改革だと思います。教師という仕事が持っている独自の難しさや、ケムニッツ先生から

お話があったような教師をめぐる事柄の多様性、ダイナミックな性格、そう簡単に決め切

れない性格に対する配慮が総体的に足りない。その点に対する配慮が足りないまま、教員

評価政策や教員免許の 10 年更新制が強行されています。日本の教育政策を形成・実施する

社会的文脈が、学校教師に対する国民的不信をバックに背負っているという事情が、政策

におけるこのような配慮のなさ・乱暴さを可能にしているのではないかと感じます。 

 その意味では、国家と学校制度から委任されて専門性を確保し、社会的な信頼的学校文

化の働きによって教師の権威・信頼がある程度確保されていたというかつての状況は今や

著しく弱まっているという、教師の専門性文脈をめぐる構図変化があると思います。この

構図の中で、日本の場合に変化する可能性、これは希望です。学校と教師が、生徒や父母

・地域といった学校のステークホルダーたちの学校への意味づけを組み入れ、それに依拠

するような文脈を、学校と教師が社会的に形成できるかどうか。国家にバックアップされ

るのではない、もう一つの社会的文脈が形成できるか。低くなった信頼関係をそこで再構

築できるか。そういうことが、生徒や父母・地域の学校への参加、そして教職員とともに

学校を考えていく広場の形成を含めて問われているのではないかと思います。 

 現在、「父母からのいちゃもん」とか「モンスター・ペアレンツ」とか言われていて、

父母との関係構成が非常に難しいです。もともと難しい教師・父母関係ですが、教師の専

門職性をめぐる文脈の構図変化が起こっている中で、教員文化が内向きだけでは、自分た

ちを保持できないと思います。父母の意見・要求を「いちゃもん」・「モンスター」とす

るのではない意味づけを実践の中で見い出す、そういう新しい教員文化形成に希望を持ち

たいし、また教師教育や教員養成もそういうことが問われていると思います。以上です。 

 

 

 

三石 どうもありがとうございました。学校の教師の仕事の難しさ、あるいは成果の表し

づらさの中に、専門性あるいは専門職性が埋め込まれているのではないか。それは何だろ

うかということでアンケートによる量的な調査あるいは質的な調査をやられ、教師文化の

独自性があるのではないかというご研究の発表でした。どちらかというと、専門職性とい

うところに触れたお話だったと思います。 
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 それでは、お２人のお話を受けてコメンテーターとして吉岡先生にお願いしたいと思い

ますが、このまま続ける手もありますが休んだほうが頭が活性化すると思います。後ろに

お茶を用意しましたので、お飲みいただきたいと思います。それから、吉岡先生にこれか

らお話しいただきますが、吉岡先生に昨年度お書きいただいた私たちセンターの年報だと

か、私たちセンターで苦労しながらつくったものが後ろにありますので、ぜひご覧いただ

きたいと思います。無料のものはお持ちいただいて、有償のものはお買いいただければあ

りがたいです。それでは５分ということで、後ろの時計で 16時 46分まで休憩をとりたい

と思います。 

 

（ 休 憩 ） 

 

三石 ちゃんと休みをおとりいただけなくて酷ではありますが、ご準備いただきましたの

でご着席をお願いします。 

 それでは続きまして、吉岡先生からのコメントに入りたいと思います。吉岡先生は、プ

ロフィールにもございますけれども、「ドイツ大学改革と教員養成制度改革の動向」、「教

育福祉専門職の養成と教育学教育―ドイツにおける教育福祉専門職養成制度の発展と現状

―」ということでドイツにかかわるご研究、そして日本との比較研究を進められている方

です。レジュメが用意されておりますので、それをごらんいただきながらお聞きいただき

たいと思います。よろしくお願いします。 
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教師の専門性、教職アイデンティティ、教員文化 

                             2008. 11. 28.  久冨善之（一橋大学） 

 

１、学校教師の仕事、その難しさの性格： 専門性と専門職性とを考える 

（１）学校教師の仕事は元来難しい 

 ①、「教える」ということじしんが、教える内容、学習者のこと、教える方法、についていずれも深

い理解が必要となる。それでいて、学習者側での獲得・発達こそが目標なので、教える側の自己満

足では済まない。 

 ②、あらかじめの準備・計画性も必要・重要になるが、学習者側の反応に応じた即興性も同時に重要

になる。 

③、児童・生徒たちは「弟子入り」して来たわけではない。必ずしも好んでない授業課題に知的に集

中してとり組んでもらう必要がある。 

 ④、近代学校では一般に、一度に教える人数が多いので、それは①・②・③をより難しくするだけで

なく、集団規律（discipline）の維持・確保の工夫が求められる。 

 ⑤、教育という仕事の成果には、明示しづらい面が伴っている。したがってまた、教師の力量も明示

することが難しい面がある。にもかかわらず、児童・生徒やその父母との関係形成には、その「成

果」や「力量」への一定の信頼も必要になる。 

（２）以上のような「難しさ」の中にある、＜専門性＞課題と、＜専門職性＞課題 

 ・ 「専門性（professionality）」を仕事の内実的なものと考え 

・ 「専門職性（professionalism）」を職業の専門的性格が社会的に承認されるかどうかをめぐる社会

的文脈であると考えると、 

 前項の①～⑤はいずれも「専門性」の内実的課題であるとも言えるが、とりわけ③～⑤は、「専門職

性」に関わる文脈課題がそこに重なっている。 

 

２、専門職性、教員文化、教職アイデンティティ確保 

（１）教師生活の難しさを乗り切るべく「教員文化」が形成・伝達・再編される 

 ・ 「教員文化」は、教師層の職業文化に他ならない。それは、近代学校制度に大量に雇用された社

会層としての学校教員層が、その職業遂行上の難しさを何とか乗り切るべく、歴史的に形成され伝

達され再編もされてきた「ことがらへの意味づけ」とその現れとしての「行動様式（関係のとり方、

対処の仕方など）」である。 

 ・ とりわけそこで、専門職性の社会文脈課題の乗り切りには、教職アイデンティティの維持・確保

が一つの鍵になるだろう。 

（２）教職アイデンティティの維持・確保の文脈的意味と教員文化の働き 

 ・ 教師は「自分は教師として（最低曲がりなりにも）何とかやれている」という気持の支えがない

と、学習者の前に立って教えることじしんが不安になるし、教師の仕事の「難しさ」に立ち向かっ

て乗り切ることも困難だろう。 

 ・ 学校で教師として教えるという仕事は、とても「押し付けがましい」性格があるので、学習者の

側に、教師に対する最低限の「信頼」（ないし「権威」承認）がないと、教師・生徒関係づくりが

難しく、教授活動展開も困難になる。 
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 ・ 前記⑤にもかかわらず、「力量」と「成果」とを、自らも感じ、他者にも感じさせるような日々

の教育活動を通した「課題乗り切り」の蓄積が求められる。 

 ・ とりわけ、直面する状況の中に「困難」や「否定的体験」があっても、それで直ちに「教職アイ

デンティティ喪失」につながらないような、教員集団・教員文化の支えも重要になる（この点は下

図の調査枠組みを参照）。 

 ・ じっさい、2004～05 年に実施した５ヵ国教師比較調査では、どの国でも「自分は教師としてやれ

ている」と回答が大部分の教師たちに見られた。 

 

図１ 調査研究の課題枠組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３、「教育改革」時代における文脈変化の中で問われるもの 

 ・ 教職困難乗り切りは、学校と教師への「信頼の神話」が（もちろんそこには日々の実践の蓄積も

あるが）社会的にも成立していたという「社会的学校文化」の状況も支えになっていただろう。  

しかしそれはおそらく、1970 年代半ば以降の「教育荒廃」諸問題によって弱まっただろう。 

 ・ 「教育改革」時代は、国家政策が「学校・教師への国民的不信」を追い風に、改革諸施策を(教師

もターゲットの一つとして)展開する時代： ただし「改革」はあまり教師を助けない。 

 ・ いずれにせよ、国家と学校制度からの「委任」によって、あるいは社会的学校文化の働きによっ

て、教師の「権威・信頼」が容易に確保されるという状況は著しく弱まった。 

 ・ 学校と教師が、どのような形で生徒や父母・地域といった「学校のステークホールダー」たちの

意向を意味づけ・組み入れ、それに依拠するような文脈（学校と教師が社会に存在する文脈）を形

成できるのかが問われている。 

 ・ 現代の「父母からのいちゃもん」・「モンスター・ペアレンツ」などをめぐる関係的困難は、教

師専門職性をめぐる文脈変化が起こっていることと、教員文化と教職アイデンティティ確保の今日

的苦悩と模索・組み換え可能性とを示しているだろう。 

Ｅ：教育改革の進行 

Ａ：学校における良好

な/困難な状況 

Ｂ：教職アイデンティティ

及びバーンアウト 

 

Ｃ：緩衝材としての 

 

教員文化 

 

 

Ｄ：職場の同僚及び同僚間の協働 

（教員文化の集団的次元として） 
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【コメント】 

日本の教師論・教師像の特徴と教師教育の課題 

―ケムニッツ報告・久冨報告を聞いて― 

 

京都府立大学 教授 吉岡 真佐樹 

 

 

吉岡と申します。よろしくお願いします。大きなテ

ーマを取り扱うシンポジウムで、時間が短いのが大変

残念です。お二人のお話をふり返ると、まず久冨先生

のお話は、「専門性と専門職性」というテーマのもと

に、主に専門職性について、つまり社会的文脈の中で

全体としての教職をどう考えるかということが焦点に

なっていたと思います。ケムニッツ先生のお話の中心

は、教師教育におけるスタンダードという問題でした。

最近の日本の教職論でも、「反省的実践家」という概

念が流行になっています。そういう課題はもちろん重

要ですが、より基本的な問題としてのスタンダードということが焦点にされていたように

思います。久冨先生のご報告は、限られた時間でしたが、しっかりと最後の結論といいま

すか、課題が提出されていたと思います。 

 私自身は、主にケムニッツ先生のドイツに関する報告を、日本人の視点からどのように

見るか、考えるかということについて補足させていただきながら、我が国の教師教育制度

あるいは教師の専門職性をめぐる動向について、少しコメントさせていただきます。レジ

ュメを準備していますが、たまたま１カ月前に２週間ほどケムニッツさんのお住まいのあ

るニーダーザクセン州の調査に行く機会がありまして、その際の経験も含めて、報告させ

ていただきます。 

 

(1) まず、現在のドイツ教師教育改革の特徴と歴史的意味ということについてですが、先

ほどありましたように、バチェラー（Bachelor）とマスター（Master）の課程が新たに導入

されつつあります。日本人から見ると少し不思議な感じですけれども、一般的な学士、修

士の制度に変わりつつあるということです。レジュメの１ページ目の下に書いてあります

ように、これまでのドイツの大学では、大学院という制度は存在しませんでした。例えば

教育学部を修了する場合には、次のようになります。まず、教師をめざす人は、教員の国

家試験を受験しますが、それに合格すれば大学は修了ということになります。あるいは研

究者をめざす人は、マギスターという学位を取り、それからドクターという学位を取る。

３番目のコースとして、教員以外の教育専門職をめざす人、例えば社会教育の分野、福祉
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の分野に進む人は、ディプロムという研究職とは別の学位を取って修了して行きます。こ

のような形でした。 

 このような大学制度が、学士課程、修士課程という階梯を持つ制度に変わりつつありま

す。ＥＵ統合という動きのなかで、学生の国際交流を飛躍的に進めるという意味合いもあ

りまして、ヨーロッパの全域の大学制度が、このパターンで統一されようとしています。

これが、ボローニャ・プロセスです。これは極めてダイナミックな運動だと思います。も

ちろん温度差はありまして、例えば医学部、それから法学部は改変に抵抗が強いようです。

けれども、とにかくやる、という政治的な合意があります。今回の調査で、教師教育改革

の中心人物のひとりであるテルハルトという教授にこの改革についての意見を聞きました

が、彼は「フンボルトの大学論の時代は終わった」と、きっぱり言い切っていました。同

時に、この改革に対する学生の態度も受容的であり、目立った反対もないということです。 

 こういう状況のなかで、教員養成制度はどのように変化していくのか。従来のシステム

は、レジュメに書いてありますように、大学での学修、それから第１次教員国家試験とい

う順になっていました。私個人は、ドイツの試補制度の発展に興味を持っており、そこか

ら教員養成制度の研究を始めたわけですが、ドイツの場合、試補制度が存在するというの

が非常に大きな特徴です。 

 第１次教員国家試験に合格した教員志望者は、第２段階の教育として研修所での養成と

実習校での実習からなる、試補勤務期間を過ごします。それから第２次教員国家試験を受

けます。これに合格すると正式な教員としての資格を取得したことなり、採用候補者名簿

へ登載されます。またもしもポストがなければ、採用待ちということになります。このよ

うな教員養成システムです。現在の大学制度改革のなかでも、このシステムの大枠、すな

わち伝統的な２段階養成システムの枠組みは変化していません。しかし、大学教育の部分

は、大きく変化しているというわけです。ニーダーザクセン州の場合でも、大学ごとにテ

ンポは１年、２年ずれているようですが、現在、まさに改革が進行中ということです。 

 これと同時に今回、先ほどの報告にありましたように、「教員養成のためのスタンダー

ド」が策定されました。最初に「教育諸科学」として、教育学、教育心理学、教育社会学

の部分が 2004 年に出されました。すべての州で、このスタンダードの具体化が試みられて

いるということです。ケムニッツ先生の報告の中にも出てきましたが、エルカースという

スイスの教育学者は、教員養成の一般的な「目的」「目標」を示すのではなく、「スタン

ダード（基準・標準）」へ転換するのだ、と主張しています。この発想の転換は、教育目

標・評価学会の皆さんにとっては、非常になじみのある議論かもしれません。 

 先ほど出てきました「教師の専門的能力」の概要は、レジュメに訳出していますように、

４つの領域に分かれていて 11 の能力として整理されています。そして、それぞれの能力に

ついて大学で養成する部分、試補期間で養成する部分に区分されて、細かい規定がなされ

ています。 

 レジュメの３枚目にありますが、このような「スタンダード」の意義は、教員養成の段
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階ごとにそれぞれできることとできないことを明確にして取り組もうということです。質

的に、できた、できないが計測できるようにしていこうということです。もちろん、この

方法に対する批判は出てきます。しかし重要なのは、これらがすべての州のすべての大学、

すべての試補研修所で、具体的にはいろいろなパターンがありますけれども、実施されて

いるということです。 

 またドイツでもアクレディテーション・システムが導入されており、各大学に対するア

クレディテーション、同時に教職課程に対するアクレディテーションが行われはじめてい

ます。ニーダーザクセンの場合は、ZEVA（ツェーファー）と略称されるエージェンシー

がアクレディテーション機関となっています。 

 

(2) 次に、きわめて大ざっぱな議論、思いつき、印象批判的なレベルのものですが、日本

人の視点から見た場合のドイツの学校・教職のイメージについて、いくつか補足させてい

ただきます。 

まず、学校制度についてです。日本と比べて学校制度はかなり複雑です。16 州がそれぞ

れ独自の学校制度を持っており、それに対応して学校種ごとのさまざまな教員資格が存在

します。従って、養成制度も、具体的なところではきわめて多様なものになっています。

しかしそれらすべてに共通して、スタンダードが構想され実践されているということです。 

 ドイツの学校は、いわゆる「教授学校」としての伝統があります。つまり「生活指導」

をしないということです。例えば家庭訪問はありません。教育困難校や特別の生活指導を

必要とする場合はどうするのかというと、フランスも同じですけれども、ゾチアル・ペダ

ゴーゲ（Sozialpädagoge：社会教育者）という別の教育専門職がいて、生活指導を担当しま

す。ただし、これは日本の社会教育関係職員とは、少し制度上の位置づけが異なっていま

す。日本の「社会教育」は、社会教育法の定義に基づくと、「学校教育以外」の組織的教

育という意味になりますが、ここでの社会教育ないし社会的教育は、「社会問題を解決す

るための教育」という意味の、ドイツ教育学に伝統的な用語です。 

 さらにドイツの学校は「半日学校」と言いますか、朝早く始めて午後１時から２時頃に

終わってしまいます。つまり給食指導がない、クラブ活動も基本的にはないということで、

ドイツの教師は「教授学校」教師だ、ということになります。 

 次に、教師教育制度について言えば、長期にわたる系統的で実践的な養成という点で、

ドイツは世界のなかでトップクラスの国だと思います。新しいシステムのもとでも、最低

26歳までは養成期間です。今までは大体 28歳とか 30歳が正式の教員になる年齢でした。

ただし、試補制度を伴ったこのような長期間の養成システムを持つことは、別に教員に限

ったことではなく、ドイツの教養専門職一般に共通する社会的伝統です。教員養成のシス

テムは、直接的には裁判官に代表される法曹の養成制度に影響を受けてつくられたシステ

ムです。教養専門職の養成は、総合大学での理論的訓練と試補期間における実践的訓練を

必ず含まなければならない、ということです。ただし、両者の接続のあり方が問題だ、と
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いうのがケムニッツ先生のご指摘でした。 

 ちなみにドイツの場合、いったん正式の教員となってしまえば、逆に、義務的な現職研

修はきわめて少ない、という特徴があります。現職教育の企画や機会はたくさん準備され

ていますが、義務ではないというわけです。既に専門職としての訓練を受けた人びとなの

で、それから先に義務的に現職研修をさせる必然性は少ない、ということです。そのほか、

教員の転勤が少ない、定期異動はないということが特徴です。昇進を希望する、あるいは

学級数が増減するような場合以外は、多くの場合ずっと同じ学校に留まるということにな

ります。 

 教員評価制度については、時間の関係で省略させてもらいますが、伝統的に視学官によ

る定期的な個人評価が行われています。近年、より厳密な教員評価を実施すべきである、

あるいは、評価結果が給与に連動するようにすべきである、という政策提言が数多くなさ

れていますが、現実にはほとんど実現していないというのが実態であるようです。 

 

(3) さて、本日のテーマについても具体的にコメントしなくてはなりません。東京学芸大

学は、教師教育を行う大学の代表として、日本の先頭を走ってもらわなくてはならない大

学です。他方、私は、京都の一公立大学で教職課程の教育を行っています。レジュメの５

ページ目は、私の視点から見たときの日本の教員養成制度の特徴です。久冨先生の編にな

る、教師教育の国際比較研究の本にある記述を引用させてもらいます。そこには、次のよ

うな整理があります。すなわち、優れた教員の確保の方法として、三つの方法がある。一

つは、いかに優秀な人材をリクルートするか、という発想を中心にするやり方、二つ目は、

これは普通のことですが、優秀な教員をいかに養成するかという発想法、そして三つ目は、

最低水準をどう維持するのかというスクリーニングを重視する発想、こういう三つのやり

方があるということです。 

 これを国際的に見た場合、大まかな私のイメージですけれども、まず、アメリカとかイ

ギリスの場合は、先ほどの久冨先生の報告にも出てきましたが、そもそも小学校教員は賃

金が非常に低い、転職者、退職者も多い。従って、まず「優秀な人」を採用することに力

点が置かれる。そして採用してから現職教育を通じて養成する。従って、アメリカのよう

に、免許の更新制度が必要となる、というパターンになっているように思います。 

 他方、ドイツ、フランスは基本的には２番目のシステムで、教員志望者を長期間かけて

優秀な教員になるように養成していくということです。そういう点でドイツは世界一だと

考えています。ただし、このシステムの弱点は、教員の需給調節ができない、「供給過剰」

になればその教師（志願者）はひたすら採用を待つしかない、ということです。逆に必要

な教員数が確保できなくなると、どうしようもなくなるというシステムです。ドイツの場

合には、19 世紀の後半以来、この「供給過剰」＝失業教師の増大という事態を、循環的に

繰り返しています。フランスの場合は、必要教員数の予測を行い、教員養成機関の入学者

数を定めて調節を行っているようです。 

─ 35 ─



 

 

それでは、日本の場合の特徴は、と考えてみると、「採用制度」のあり方がきわめて独

特なシステムだということができると思います。日本の場合は、アメリカ・イギリス型と

フランス・ドイツ型の中間で、採用制度に特別な重要性があるシステムだと考えます。し

かしながら日本の場合には、「スタンダード＝専門性基準」が欠如しています。日本の教

員養成制度は、大学での教員養成および開放制という原則を持っています。私もこの原則

を強く支持する者ですが、この日本的な構造に合致したスタンダードが欠如しています。

特に大学での教職課程に求められるスタンダード、その内容は教育諸科学についての理論

的基礎的な知見、教科教育に関する知見、社会における教職の役割の理解、などいろいろ

な視点から考えられると思いますが、それらについての合意形成がなされていないという

ことです。確かに文部科学省による提起では、それは「実践的指導力（の基礎）」の育成

ということになっていますが、これは非常に非科学的というか日本的なものだというよう

に私は思います。 

 さらに今日、大学院レベルでの養成が問題となっています。国際的な水準として、大学

院レベルの養成が求められているとされています。フィンランドではすべての教員が大学

院修了だと強調される一方、教職大学院の意味はもう一つはっきりしません。特に我々の

ような公立の一般大学で教員養成をしている立場から見ると、そもそも大学院でどのよう

な内容・水準の養成教育が求められているのか、そのこと自体がいまひとつ曖昧なように

思われます。他方、東京都とか京都市などでは、「教師塾」の試みが独自に進められてい

るという状況があります。 

 最後になりますが、ドイツの例と比較して考えると、わが国の場合、とにかく教員政策

に対するグランド・デザインの欠如が問題であると思います。私の大学も免許更新講習で

大変苦労しておりますけれども、国際的にはこれがどういう制度かがはっきりと説明でき

ないように思います。そもそも、なぜこんなことをするのかということです。あるいは教

職大学院については、もちろんそれぞれの大学は一生懸命取り組んでおられると思います

が、既存の大学院とどう違うのかという点で、根本的な疑問があります。さらに、再来年

から教職実践演習が義務化されます。私の大学の立場から見ると、教員採用試験に落ちた

４回生を集めて、なぜ４回生の後期にゼミをしなければならないのか、という強い疑念が

生じます。しかし、今後、このゼミの開設準備を急がなくてはなりません。 

 現在、ドイツをはじめとするヨーロッパ諸国は、ＥＵ統合と同時に強力な、ダイナミッ

クな改革運動を展開しています。それに対して日本のこの 20 年間は、狙いがはっきりしな

い政策の連続ではなかったでしょうか。それに振り回される各大学の教職課程という状況

で、グランド・デザインの不足が大きな問題になっていると思います。久冨先生の提起さ

れた専門職としての教師の課題よりも、より基礎的なレベルの問題かも知れませんが、私

はこういう点で昨今の教師教育政策に対して非常に大きな疑念を持っています。長くなっ

てしまいましたが以上です。 
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[はじめに] 

 

 

 

[1] ドイツ教師教育改革の特徴と歴史的意味・意義 

(1)ドイツ大学制度改革の進行：学士課程(BA)、修士課程(MA)制度の導入 

   ←EU統合の推進、ボロニャ・プロセス 

     EU 域内での学生交流、互換性のある単位制度の導入 

 

 

(2)新たな教員養成制度： 

 ・学士 3 年＋修士 2 年ないし 1 年 → 試補勤務 → 第 2次教員国家試験 

 

 ・ただし、伝統的な 2段階養成システムの枠組み自体には変化なし 

 

  ＊従来のシステム： 

①総合大学での学修→②第 1 次教員国家試験→③試補勤務(研修所での実習と実習校

での現場実習：約 2年間)→④第 2次教員国家試験→〔採用候補者名簿への登載〕→⑤採

用・勤務→⑥現職研修 

 

   ←60 年代における初等学校教員に対する「試補制度」の導入                  

   ←70 年代における「教育大学」の総合大学への統合 

     (例外としてのバーデン・ヴュルテンベルク州) 

     

   ☆すべての種類の教員の総合大学での養成 

   ☆2 段階養成制度(2 度にわたる国家試験＋試補制度)の確立 

        →19 世紀中葉以来の(初等教員層の)歴史的課題の達成 

 

  ＊伝統的なドイツ大学(教育学部)の修了形態：(「大学院」は存在しない) 

    ①第 1 次教員国家試験の受験・合格(教員志望者の場合) 

    ②マギスター学位の取得(研究者志望の場合。この上にドクター学位。) 
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    ③ディプロム学位の取得(教員以外の、社会教育や教育福祉分野の専門職志望者) 

 

 ・新養成課程では、修士修了によって第 1次国家試験合格に代替 

 

 ・現在は移行期間 

   例えばニーダーザクセン州では、すでに学士卒業生。 

 

 

(3)常設文部大臣会議「教員養成のためのスタンダード」の策定 

・「教育諸科学」編：2004 年 12月 

  －大学での養成、試補期間の養成の双方を通じて 

  －2005/06 年冬学期から全ての州で適用 

 

・教員養成の「目標」から「スタンダード(基準・標準)」へ 

－「スタンダード」は限定されることができ、養成の結果として達成可能であり、そ   

して点検可能なものでなくてはならない。 

   (Oelkers, J.:Standards in der Lehrerbildung. Eine dringliche Aufgabe, die der         

Präzisierung bedarf, in:Die Deutsche Schule, 95. Jg., 7.Beiheft, 2003.) 

 

・「教科教育」編：2008 年 10月 

 

 

          [教師の専門的能力：４領域・11の能力] 

  A)授業(Unterrichten):教員は教授と学習の専門家である 

   ①教員は、専門的に正しく事実に即して授業を計画し、そして客観的・専門的にそ 

    れを具体化する。 

   ②教員は学習状況を組織することを通じて生徒の学習を支援する。教員は、生徒 

    を動機づけ、関係を結び学んだことを生かす能力を与える。 

   ③教員は、自主的な学習および活動に対する生徒の能力を促進する。 

 

  B)教育(Erziehen)：教員は教育課題を担う。 

   ④教員は、生徒の社会的・文化的な生活条件を知り、学校において生徒ひとりひ 

    とりの発達に対して影響を与える。 

   ⑤教員は、価値と規範を伝え、生徒の自主的な判断や行動を支援する。 

   ⑥教員は、学校や授業での困難や葛藤に対する解決の糸口を見つける。 

 

 C)評価(Beurteilen)：教員は、評価の課題を公平かつ責任をもって行う。 

   ⑦教員は、生徒の学習の前提条件および学習過程を診断する。すなわち、教員 

   は生徒の目的達成を促進し、学習者とその親に助言を行う。 
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   ⑧教員は、生徒の成績を明確な評価基準に基づいて把握する。 

 

 D)刷新(Innovieren)：教員は自らの専門的能力を絶えず発展させていく。 

   ⑨教員は、教職への特別な要請を自覚する。教員は、自らの職を特別な責任と義 

   務をともなう公職として理解する。 

   ⑩教員は、自らの職を継続的な学習課題として理解する。 

   ⑪教員は、学校のプロジェクトや企画の策定および実行に関与する。 

 

 

 

・「スタンダード」の意義： 

－教員養成を、従来以上に首尾一貫して、教職の専門職的課題の遂行に求められる要

請に焦点づけることができる。 

－教職の必要性に基づいて、専門的なカリキュラムを導き出すことができる。 

－養成過程を段階的に区分し、各段階の推移を計画し、コントロールし、そして質的

に計測することができる。 

－教員養成の各段階の接合をより適切なものにすることができる。 

－スタンダードは、教員養成の質的な基礎であり、後の継続教育に道を拓くことにな

る。 

(Reiber, K.:Die Neuvermessung der Lehrerbildung. Konsequente Kompetenzorientierung 

durch Standard?, in:Die Deutsche Schule, 99. Jg., 2007.） 

 

・批判： 

－教員養成をあまりに技術主義的かつ経済効率的な視点から見ているのではないか。 

－「計測可能」という点から議論が専門家だけのものとなり、一般に開かれた議論が

困難になるのでは。 

－理論的基礎が弱体で、概念的に曖昧だ。 

  (Reiber, K.:a.a.O.)                    usw. 

 

 

   

(4)大学制度および教員養成制度に対するアクレディテーションシステムの導入 

・大学へのアクレディテーションの法制化 

－1998 年の大学大綱法改正により、学士・修士の導入とともに、これらの課程につい

て大学に対して定期的評価およびその結果の公表を義務づけ。 

 

－各州は、「アクレディテーション委員会」（学長・学者 6人、学生代表 2人、州代

表 2人、実業界代表 4人からなる 14名の委員で構成）を組織。  

－ 同委員会は「アクレディテーション団体認定のための最低条件」「アクレディテー

ション手続きのガイドライン」を策定し、これらに基づいてアクレディテーション
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団体を認定。  

（同委員会自体は、州から依頼を受けた特別なケースに限り、直接アクレディテーシ

ョンを実施。)  

  

・教員養成スタンダードを受けたアクレディテーションの実施 

 －ニーダーザクセン州のアクレディテーション機関： 

   ZEVA(Zentrale Evaluations- und Akkreditierungsagentur Hannover) 

 

 

[2]教師論・教師教育の独日比較－日本から見たドイツ学校・教職の特徴 

・学校制度 

 －3分岐学校制度と学校種別の教員資格・養成制度： 

   グルンドシューレ(基礎学校)－①ハウプトシューレ(主幹学校) 

                 ②レアールシューレ(実科学校) 

                                  ③ギムナジウム 

 

 －「教授学校」としての伝統 

   生活指導、生徒指導は、本務外。 

   例えば、「家庭訪問」なし 

   特別な専門職の存在－Sozialpädagoge:社会教育者 

 

 －「半日学校」（⇔全日学校） 

   早朝から授業を開始して、午後 1～2時頃には終了 

   昼食、「給食」(指導)なし 

   クラブ活動指導なし 

 

・教師教育制度 

 －長期にわたる系統的で実践的な養成・訓練 

   新制度の下でも、最低 26歳まで養成期間 

      「試補制度」の存在 

    ←ドイツ教養専門職の社会的伝統 

   総合大学での理論的訓練＋試補期間における実践的訓練 

 

 －義務的な現職研修は少ない 

    ←「専門職」としての訓練を受け、その水準を実証した上での入職 

 

 －教員の転勤は少ない、「定期異動」制度はない 

 

 －教員評価制度 
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[3]戦後日本の教師論・教師像の特徴と今日の教師教育改革の問題点 

(1)日本の教師教育制度の特徴 

・優れた教員の確保－①優秀な人材をいかに採用・確保するか、リクルートの問題 

          ②優秀な教員をいかに養成・研修するか、質的向上策の問題 

          ③最低水準の維持、スクリーニングの問題 

 

(久冨善之編著『教師の専門性とアイデンティティ－教育改革時代の国際比較調査と国

際シンポジウムから－』勁草書房、2008 年、64-65ページ) 

  

・日本の場合の「採用」制度の独自性： 

  英・米－① 

  独・仏－② 

    ＊ただし、ドイツ型試補制度の持つ構造的弱点・問題点 

 

  日本の場合－その中間 

        「採用」制度の重要性 

 

 

(2)「スタンダード」＝「専門性基準」の欠如 

・「大学での教員養成」および「開放制」の原則 

  →幅広く教員資格を有するものを養成し、より優れた者を採用する 

 

・この日本的な構造に合致した「スタンダード」の欠如 

   ⇔教養審第 1 次答申「教員に求められる資質能力」(1997 年) 

    中教審答申「今後の教員養成・免許制度の在り方について」(2006 年) 

 

・大学での教職課程の「スタンダード」の問題 

   ⇔「実践的指導力(の基礎)」の強調 

「教員としての使命感や責任感、教育的愛情等を持って、学級や教科を担任しつ

つ、教科指導、生徒指導等の職務を著しい支障が生じることなく実践できる資質

能力」 

 

・大学院レベルでの養成の課題 

 

 

・東京都、京都市、その他での「教師塾」の活動 
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(3)教員政策に対するグランド・デザインの欠如 

・免許更新制度の導入－「免許更新講習」の義務化(2009 年) 

 

・教職大学院制度 

 

・「教職実践ゼミ」の必修化(2010 年) 

                  usw. 

 

 

[おわりに] 
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